
公用車売払仕様書 

 この仕様書は、陸前高田市（以下「当市」という。）が、令和７年度に売払う公用車に関す

る必要な事項について定める。 

 

１ 売払車両概要 

 (※) 特記事項の内容は、車両使用者等の目視や主観によるものであり、また当該車両を詳細 

まで確認したものではないため、正確な車両の状況を保証するものではありません。 

 

２ 売払車両の物件確認日時及び申込先 

  売払車両は、現状有姿での引渡しとなることから、車両の状態については物件確認の機会

を設けること。物件確認に参加する場合は、下記申込先へ連絡し日程調整をすること。なお、

物件確認をしなくても入札に参加できるが、現状を把握したものとして取り扱うので、入札

参加の際はこの旨留意すること。 

⑴ 物件確認日時  令和８年３月１１日（入札日の前日まで） 

⑵ 申 込 先  住 所 陸前高田市高田町字下和野１００番地 

担 当 総務部財政課 

連絡先 ０１９２－５４－２１１１（内線３２１） 

  車両１ 車両２ 

車   名 トヨタ ホンダ 

車   種 プリウス ストリーム 

車 体 番 号 NHW12-3530950 RN2-2100069 

型   式 DAA-NHW20 ABA-RN2 

種 別 ・ 用 途 普通・乗用 小型・乗用 

駆 動 ２ＷＤ ４ＷＤ 

初年度登録年月 平成 21年 3月 平成 18年 3月 

車 両 総 重 量 1555㎏ 1805㎏ 

車 両 走 行 距 離 

（R8.1月末現在） 
445,339km 315,411km 

車 検 有 効 期 限 令和 8年 3月 13日 令和 7年 6月 25日（車検切れ） 

特記事項（※） 

・リサイクル券有り 

・ナビ画面が起動しないため、エ

アコン操作はステアリングス

イッチでのみ可能。 

・冬タイヤ装着（2022年製造） 

・夏タイヤ付属（2022年製造） 

・リサイクル券有り 

・廃車手続未了 

・バッテリーが上がっているた  

め、エンジンがかからない。 

・マフラーフランジを加工及び溶

接済。 

・冬タイヤ装着（2023年製造） 

・夏タイヤ付属（2022年製造） 



３ 引渡場所  

  陸前高田市役所 

  （陸前高田市高田町字下和野１００番地 陸前高田市役所北側駐車場敷地内） 

４ 引渡期限 

  売買契約を締結し、代金の支払確認後の引渡しとなるが、日時等は協議の上決定する。 

５ 摘 要 

⑴ 売払は車両２台を一括して行う。 

⑵ 当市は、売払車両について契約不適合責任を負わない。また、引渡し後に隠れた瑕疵 

を発見しても当市は一切の責任を負わない。 

⑶ 一度引渡した車両はいかなる理由があっても、返品は認めない。 

⑷ 売払車両の手続き及び搬送等に係る費用は、買受人が負担するものとする。 

⑸ 売買契約締結の日から車両の引渡しの日までの間において、当市の責めに帰すること 

のできない事由により滅失又はき損した場合は、当市に対して売買代金の減免を請求す 

ることができない。 

⑹ 引渡し後の車両の保管は、買受人の責において行い、路上等に放置しないこと。ま 

た、当市が求めた場合、保管場所の所在地、所有者、管理者等を明らかにする書面を提 

出すること。 

⑺ 売払車両等の引渡し後に、受領書を提出すること。 

⑻ 解体処分する場合は、解体報告記録が記載された登録事項等証明書を提出すること。 

なお、この場合においてリサイクル料金の当市への支払いは要さない。 

⑼ 解体しない場合は、当市から譲渡証明書を交付するものとし、譲渡証明書受領後は、 

所有者変更記録申請の手続きをし、交付された登録識別情報等通知書の写しを提出する 

こと。なお、当市が預託済みのリサイクル料金については、当市発行の納付書により、 

買受者が当市へ支払うこと。 

６ 補 則 

契約者は、契約後当市と十分な打合せを行い、本仕様書記載外の項目で疑義が生じた場合

には両者協議の上、仕様書の追補とする。 


